


■内線規程では、そのほか水回りの特定機器用コンセント以外のコンセントには接地極付コンセントを使用することが勧告されています。

■そのほか次のような機器やコンセントでお使いください。

台所・厨房、洗面所、便所、屋外防雨コンセントなど。

電動工具、水中ポンプ、庭園灯、イルミネーション、ショーケース、作業場や、
クリーニング店舗の水濡れ機器、園芸・畜産・漁業用の電動・電熱機器など。
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